
告

示

県
道
赤
坂
東
野
塙
線

路

線

名

東
白
川
郡
塙
町
大
字
常
世
北
野
字
八
幡
二
九
八
番

一
地
先
か
ら

同

郡
同
町
大
字
常
世
北
野
字
赤
坂
前
一
二
番

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
二
年
一
月

一
五
日

供
用
開
始
の
期
日

福
島
県
告
示
第
二
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

二
本
松
市
杉
沢
字
道
海
一
二
〇(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対
策
課
及
び

二
本
松
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
二
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
山
市
湖
南
町
福
良
字
福
良
山
七
四
一
三
の
三
四
五

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
郡
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
郡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
二
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ

る
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通
知
が
あ
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た
件

二
一

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件

二
一

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
一

公

告

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
件

二
二

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

二
二

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件

二
二

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

二
二

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

○
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ

た
件

二
三

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
り
公
開
に
よ

る
聴
聞
を
行
う
件

二
三



公

告

公
告
第
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

事
業
所
の

事
業
者

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

所

在

地

の
名
称

た
る
事
務
所

指
定
年
月
日

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

福
笑
グ

福
島
市
春
日

合
同
会

福
島
県
福
島

平
成
二
二
年

共
同
生
活

精
神
障
害
者

ル
ー
プ

町
四
│
一
七

社
福
笑

市
春
日
町
四

一
月
一
日

援
助

ホ
ー
ム

ふ
く
し

│
一
七

フ
ォ
ー

会

レ
ス
ト

９グ
ル
ー

同

市
入
江

特
定
非

同

同

同

同

プ
ホ
ー

町
五
│
一
二

営
利
活

市
松
山
町
九

ム
な
ぎ

動
法
人

の
い
え

な
ぎ
の

茜

い
え

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

自
立
支
援

指
定
す
る

主
と
し
て
担
当

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
の
種

診
療
科
名

す
る
医
師
又
は

類

歯

科

医

師

会
津
中
央
病
院

会
津
若
松
市
鶴

平
成
二
二
年

育
成
医
療

形
成
外
科

久
保
一
人

賀
町
一
│
一

一
月
一
日

更
生
医
療

南
川
渓
谷
診
療

郡
山
市
久
留
米

同

精
神
通
院

精
神
科

所

四
│
九
│
一

医
療

方
木
田
薬
局

福
島
市
方
木
田

同

育
成
医
療

調
剤

字
中
屋
敷
一
│

更
生
医
療

二
九

精
神
通
院

医
療

大
槻
薬
局

郡
山
市
大
槻
町

同

精
神
通
院

同

字
人
形
坦
東
七

医
療

二
│
六

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
二
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

自
立
支
援
医
療

辞
退
し
た

の

種

類

診
療
科
名

薬
の
カ
ル
テ
ッ
ト
方
木

福
島
市
方
木
田
字
中

平
成
二
一
年

育
成
医
療

調
剤

田
薬
局

屋
敷
一
│
二
九

一
二
月
三
一

更
生
医
療

日

精
神
通
院
医
療

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
二
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
北
部
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員
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役
別

氏
名

住
所

理
事

山
口

信
也

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
加
納
字
谷
地
中
甲
一
五
三
一
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

鮫
川
村
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

前
田

武
久

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤
坂
東
野
字
官
代
九
二
番
地

同

坂
本

忠
雄

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
岩
野
草
四
八
番
地

同

芳
賀

重
光

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
摺
合
四
〇
番
地

同

田
子

一
夫

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字
草
牛
七
五
番
地
一

同

芳
賀

登

同

郡
同

村
大
字
渡
瀬
字
田
苗
下
四
四
番
地

監
事

大
平

忠
一

同

郡
同

村
大
字
富
田
字
二
反
田
二
番
地

同

長
井

太
一

同

郡
同

村
大
字
渡
瀬
字
青
生
野
一
四
番
地
一
二
〇

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

大
樂

勝
弘

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤
坂
中
野
字
大
塩
九
五
番
地

同

関
根
孝
之
助

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
戸
倉
一
三
一
番
地

同

鈴
木

勝
正

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
馬
場
一
二
番
地

同

矢
吹

栄
蔵

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字
塩
倉
七
六
番
地

同

水
野

忠
徳

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字
大
塩
三
〇
二
番
地

監
事

湯
�

純
隆

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
中
野
字
新
宿
二
九
番
地

同

矢
吹

浩
一

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字
前
折
戸
六
九
番
地
一

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
十
三
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
一
月
五
日
付
け
で
い
わ
き
市
常
磐
関

船
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

い
わ
き
市
常
磐
関
船
町
地
域

二

測
量
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

公
告
第
二
十
四
号

宅
地
建
物
取
引
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
。

平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

聴
聞
の
日
時

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
八
日

午
前
十
時

二

聴
聞
の
場
所

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

県
庁
本
庁
舎
二
階
二
〇
一
会
議
室

三

聴
聞
の
内
容

郡
山
市
台
新
二
丁
目
三
十
二
番
二
十
六
号
枝
葉
商
事
が
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
該
当
す
る
た
め

(

建
築
指
導
課)
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